
◎免許を受けた後「標識の掲示等」の義務
■�　宅建業者は、免許取得後、法令及び規則を守らなければなりません。その中で次のような「標識の掲示等」
の義務が課せられています。　※保証協会へ加入されている場合は、所属している団体へお問合せください。
　　　　　　　　　　　　　　　※国土交通大臣免許の方は関東地方整備局へお問合せください。

■　「証明書の携帯等」の義務
■　証明書の携帯
　�　宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証
する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に
従事させてはならない（業法第48条第１項）。
■　証明書の提示
　�　従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従
業者証明書を提示しなければならない（業法第48条第
２項）。
■　従業者名簿への記載
　�　宅建業者は、事務所ごとに、従業者名簿を備え、従
業者の氏名、主たる職務内容、取引士であるか否かの
別等の一定の事項を記載し、取引の関係者の請求が
あったときは、閲覧に供しなければならない（業法第
48条第３項及び第４項）。また、宅建業者は、従業者
名簿を最終の記載日から10年間保存しなければならな
い（業法施行規則第17条の２第４項）。

■　「帳簿の備付け」の義務
■　帳簿の備付け
　�　宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備
え付けなければならない（業法第49条）。
■　帳簿への記載
　�　宅建業者は、取引のあった都度、帳簿に取引年月日、
取引物件の所在・面積・代金・報酬の額、取引に関与
した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなけれ
ばならない（業法第49条、業法施行規則第18条第１項）。
■　帳簿の閉鎖及び保存
　�　宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖
後５年間（自ら売主となる新築住宅に係るものは10年
間）保存しなければならない（業法施行規則第18条第
３項）。

■　「標識の掲示等」の義務
　宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である
旨の標識（業者票）、及び報酬額表を掲示しなければな
らない（業法第50条第１項、業法施行規則第19条第１項、
業法第46条第４項）。
※　業者票は令和７年４月１日施行で改正されました。
※　報酬額表は令和６年７月１日施行で改正されました。
※�　報酬額表（「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売
買等に関して受けることができる報酬の額」）は、国
土交通省のWebサイトからダウンロードできます。
　https://www.mlit .go.jp/totikensangyo/const/
content/001750229.pdf
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【従業者証明書】
様式第八号

【従業者名簿】

従 業 者 名 簿

様式第八号の二（第十七条の二関係）
部署名ではなく仕事の内容
（営業・経理・事務等）

氏　名
宅地建物取
引士である
か否かの別

この事務所の
従業者でなく
なった年月日

この事務所の
従業者となっ
た年月日

主 た る
職務内容

従　業　者
証明書番号

備　考
　１　「従業者証明書番号」の欄には、法第48条第１項の証明書の番号を記入すること。
　２　「宅地建物取引士であるか否かの別」の欄には、宅地建物取引士である者には○印をつけること。
　３　一時的に業務に従事する者についても記載すること。
　４　記載すべき事由が発生した場合には、２週間以内に記載すること。なお、記載事項について変
　　更、訂正等をするときは、変更、訂正等をする前の文字等は、なお読むことができるようにして
　　おくこと。

35㎝以上

30
㎝
以
上

【標　　　　識】

標　　　　　　　　　　　識
様式第九号（第十九条関係）

代表者が常勤でない場合、政令使用人の氏名

宅 地 建 物 取 引 業 者 票
免 許 証 番 号

免許有効期間

商号又は名称

代 表 者 氏 名

主たる事務所の
所　　在　　地

国土交通大臣
知事（　　） 第　　　　　号

　　　　　年　　　　月　　　　日から
　　　　　年　　　　月　　　　日まで

電話番号　　（　　　）

この事務所に置か
れている専任の宅
地建物取引士の数

こ の 事 務 所 の
代 表 者 氏 名

（宅地建物取引業に従事する者の数　  　人）

備　考
　本標識中、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」欄の「宅地建物取引業に
従事する者の数」は、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」について変更が
あった場合のみ、変更すること。


